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Ⅰ　はじめに
　マレーシアは、マレー半島南部、カリマンタン島

（ボルネオ島）北部のサバ州、サラワク州からなる。
15世紀にマラッカ王朝が成立し、貿易の中継地とし
て栄えたが、16世紀にはポルトガル、17世紀にはオ
ランダ、18世紀には英国が進出した。英国は、1824
年に、現在のマレーシアを含む地域を植民地とした。
第２次世界大戦中に日本により占領されたが、終戦

後は再び英国の植民地となり、1948年には、英国保
護領マラヤ連邦となった。1963年にマレーシアは独
立したが、1965年にシンガポールがマレーシアから
分離・独立した２。
　マレーシアの人口は約3,200万人であり、ブミプ
トラ（マレー系と先住民族）が約62％、中国系が約
23％、インド系が約７％である。気候は、高温多湿
の熱帯雨林気候に属する。首都はクアラルンプール、
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公用語はマレー語、通貨はリンギットである。国民
の約６割はイスラム教を信仰している。
　マレーシアには、原油、天然ガス、鉄鉱石、ボー
キサイト、スズ等の鉱物資源が豊富にあるほか、近
年、輸出志向型工業化政策を推し進め、比較的高い
経済成長を継続的に達成してきた結果、電気機器等
の製造業が伸長した。
　とくに1990年代以降、製造業を中心とする多くの
日本企業が、マレーシア企業との貿易を行い、また
マレーシアに対する投資を行ってきたことから、マ
レーシアは、日本企業にとって経済的な結び付きが
強い国となった。豊富な資源と労働力及び潜在的な
巨大市場を有するマレーシアは、急速な発展を続け
る東南アジアの中心に位置する国として、今後も、
日本企業にとって最重要投資先の一つであり続ける
であろう。
　このようなマレーシアの重要性に鑑みると、マレー
シアの知的財産法の制度、実務運用及び改正動向等
について知ることは、非常に重要であるといえる。
　そこで、今回は、マレーシアの知的財産法の概要
を紹介することとしたい３。

Ⅱ　知的財産法全般
１　概要

マレーシアは、長く英国の植民地であったこと
から、英国法４の法体系を多く導入し、いわゆる判
例法主義の法体系を採用した。しかし、知的財産
法の重要な分野については、ほとんど成文法で規
定されている。即ち、マレーシアが判例法主義の
法体系を採用しているといっても、裁判において
拠り所となる「法源」には、判例だけではなく、制
定された法令も含まれる。マレーシアの知的財産
法制度は、主に、特許法、意匠法、商標法、取引
表示法、地理的表示法、著作権法、半導体回路配
置法、植物新品種保護法等により構成されている５。
なお、マレーシアが独立国家となった後は、英国
の裁判所の判決は、マレーシアの裁判所に対し拘
束力を有しないものの、依然として、説得力のあ
る根拠として、事実上の大きな影響力を有している。

1995年にWTOの原加盟国となったマレーシア
は、TRIPS協定に加盟しているほか、知的財産権
に関する多くの国際条約にも加盟している。例

えば、パリ条約、WIPO設立条約、特許協力条約
（PCT）、標章の登録のための商品及びサービスの
国際分類に関するニース協定、文学的及び美術的
著作物の保護に関するベルヌ条約等である。但し、
現時点では、マレーシアは、標章の国際登録に関
するマドリッド協定議定書（以下「マドリッド・
プロトコル」という）には加盟していないことに
注意が必要である（現在、マドリッド・プロトコ
ル加盟に向けた議論が行われている状況である）。

知的財産権に関連するマレーシアの政府機関の
うち最も主要なものであるマレーシア知的財産公
社（Intellectual Property Corporation of Malaysia 

（MyIPO））６は、主に特許、意匠及び商標の出願
の受理・審査・登録等の業務を行っている。

２　外資誘致のための政策で知財に関連するもの

マレーシアは、近年、外資誘致のためのさまざ
まな政策を導入している。その中で知財に関連す
る優遇制度として、「パイオニア・ステータス」と

「投資税額控除」がある。両方の優遇措置を受ける
ことはできず、いずれかの優遇措置を選択するこ
とになる。
「パイオニア・ステータス」（PS）とは、奨励事

業又は奨励製品の生産に従事する企業を対象とし
て、５年間にわたり、パイオニア認定事業に係る
所得金額の30％に対してのみ課税される（所得金
額の70％については免税となる）制度である。認
定対象事業としては、戦略的に重要な工業又は商
業的諸活動等がある。
「投資税額控除」（ITA）とは、奨励事業又は奨

励製品の生産に従事する企業を対象として、所定
の活動のために支出された資本的支出の60％の投
資控除が認められる優遇措置をいう。認可プロ
ジェクトで使用される工場・プラント・機械等に
係る支出につき最初の発生日から５年間の総額の
60％を控除枠として、各年度の法定所得の70％以
下を相殺することができる。国家的重要プロジェ
クト等の場合は、100％の控除も可能である。

また、以上のほかに、特定の地域に設立された
国内企業の優遇制度として、例えば、「マルチメディ
ア・スーパー・コリドー（MSC）ステータス」がある。
これは、クアラルンプールのペトロナスツインタ


